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行
事
予
定 

 

 

三
月 

 
 

一
日 

祐
徳
稲
荷
神
社
例
祭 

 
 

五
日 

神
宮
大
麻
頒
布
終
了
祭 

於
神
宮 

 
 

七
日 

九
州
各
県
神
社
庁
長
・
参
事
会 

於
長
崎
県 

 

十
一
日 

東
日
本
大
震
災
慰
霊
・
復
興
祈
願

祭 
 

 
 

於
佐
賀
縣
護
國
神
社 

 

十
五
日 

千
栗
八
幡
宮
祈
年
祭 

 
 

 
 

 

神
政
連
役
員
会 

 
 

於
神
社
庁 

 

十
六
日 

神
社
庁
長
懇
話
会 

 
 

 
 

 

國
學
院
大
學
招
宴 

 

十
七
日 

神
社
庁
長
会 

 
 

  

於
本
庁 

二
十
二
日 

第
五
回
教
化
委
員
会 

二
十
三
日 

神
社
庁
役
員
会 

二
十
八
日 

第
二
期
過
疎
地
域
神
社
活
性
化 

推
進
施
策
指
定
神
社
・
推
進
拠
点 

研
究
会
及
び
過
疎
対
策
教
化
研 

修
会
（
～
二
十
九
日
） 

於
本
庁 

二
十
九
日 

神
社
庁
支
部
長
会 

 
 

 
 

 

協
議
員
会 

 

三
十
日 

総
代
会
支
部
長
会 

 
 

 
 

 

評
議
員
会 

 

四
月 

 
 

四
日 

九
州
地
区
神
社
本
庁
評
議
員
会 

於
長
崎
県 

 

十
一
日 

松
原
神
社
例
祭 

 

十
二
日 

佐
賀
縣
護
國
神
社
前
夜
祭 

 

十
三
日 

佐
賀
縣
護
國
神
社
春
季
例
大
祭 

二
十
四
日 

神
社
庁
研
修
所
主
任
講
師
・
訓
育 

講
師
研
修
会 

 
 

  

於
本
庁 

二
十
七
日 

第
六
十
二
回
佐
賀
県
神
社
関
係 

者
大
会 

於
鹿
島
市
・
エ
イ
ブ
ル 

二
十
九
日 
唐
津
神
社
春
季
例
大
祭 

 

 

 

去
る
二
月
二
十
七
日
、
平
和
会
館
三
階
神
殿

の
間
に
お
い
て
、
令
和
四
年
度
神
社
庁
神
宮
大

麻
暦
頒
布
終
了
奉
告
祭
が
、
管
内
神
社
関
係
者

五
十
一
名
参
列
の
下
斎
行
さ
れ
た
。
斎
主
に
は

永
代
副
庁
長
、
祭
員
に
佐
賀
縣
護
國
神
社
川
浪

雅
英
権
禰
宜
、
永
世
神
社
䅏
田
匡
祐
禰
宜
、
妻

山
神
社
永
代
優
仁
禰
宜
が
奉
仕
し
た
。 

 

祝
詞
奏
上
の
後
、
斎
主
、
神
社
庁
長
、
県
総

代
会
長
、
神
道
青
年
会
長
、
女
子
神
職
会
代
表
、

神
社
保
育
会
長
、
教
育
関
係
神
職
協
議
会
代
表
、

県
敬
神
婦
人
会
長
、
神
社
庁
副
庁
長
が
玉
串
を

奉
り
拝
礼
。
以
降
次
第
の
通
り
に
続
き
、
祭
典

を
執
り
納
め
た
。 

 

祭
員
退
下
の
後
、
德

久
庁
長
よ
り
令
和
四
年

度
神
宮
大
麻
頒
布
状
況

を
踏
ま
え
た
挨
拶
が
あ

り
、
ま
た
南
里
総
代
会

長
よ
り
新
年
度
以
降
の

各
社
祭
儀
へ
の
協
力
が

呼
び
掛
け
ら
れ
、
全
て

の
次
第
を
終
え
た
。 

 

＊
次
ペ
ー
ジ
に
令
和
四
年
度
の 

神
宮
大
麻
頒
布
数
結
果
を
掲
載 

  

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
奉
告
祭
斎
行 

 

 

第 2９４号  

★
発
行
者 

佐
賀
県
神
社
庁 

 
 

 
 

 
 

庁
長 

德 

久 

俊 

彦 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
市
川
原
町
八
番
二
七
号 

★
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 
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祝
祭
日
に
は
国
旗
を 

掲
げ
ま
し
ょ
う 
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支部名 大 中 普 計 前年比 支部名 大 中 普 計 前年比

第２南 11 194 4,033 4,238 85 東松西 15 155 3,625 3,795 -50

第２北 52 245 6,032 6,329 0 西松浦 30 272 8,597 8,899 -95

神 埼 11 232 5,946 6,189 -216 杵島西 64 550 8,670 9,284 45

三養基 39 525 8,965 9,529 -70 杵島東 19 339 4,727 5,085 -45

小 城 14 96 6,720 6,830 20 藤 津 65 660 10,509 11,234 -255

東松東 22 368 4,818 5,208 75 第 一 102 631 4,279 5,012 -60

唐 津 45 400 4,700 5,145 100 神社庁 0 4 2 6 2

合 計 489 4,671 81,623 86,783 -464

佐賀県神社庁　令和4年度　神宮大麻頒布結果

 

 

事
務
連
絡  

令
和
五
年
二
月
七
日
付 

佐
賀
県
総
務
部
法
務
私
学
課
長
名
・
各
教
（
宗
）
派
の
佐

賀
県
代
表
者
宛 

▼
消
費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン 

ボ
イ
ス
制
度
）
の
改
正
案
に
関
す
る
リ
ー
フ 

レ
ッ
ト
の
周
知
に
つ
い
て
（
依
頼
） 

 

貴
法
人
に
お
か
れ
ま
し
た
は
、
日
頃
か
ら
宗

務
行
政
に
御
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
消
費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式

（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
が
令
和
五
年
十
月
一
日

に
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
令
和
四
年
十
二

月
二
十
二
日
付
け
法
私
第
三
一
四
七
号
に
て

周
知
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
令
和
四
年
十

二
月
二
十
三
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
令
和
五

年
度
税
制
改
正
の
大
綱
に
お
い
て
、
主
に
中
小

企
業
者
を
対
象
と
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に

関
す
る
負
担
軽
減
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

つ
い
て
は
、
文
化
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
さ
れ
て
お
り
ま
す
、
別
添
二
種
類
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
御
確
認
い
た
だ
き
、
当
該
制
度
に
関

す
る
負
担
軽
減
措
置
に
つ
い
て
本
県
内
の
貴

教
（
宗
）
派
に
周
知
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。 

以 

上 
 

担
当 

 

法
務
私
学
課 

公
益
法
人
担
当 

橋
本
、
熊
本 

 

電
話 

〇
九
五
二-

二
五-

七
〇
〇
二 

 

令
和
五
年
二
月
七
日
付
神
政
発
第
二
四
四
号 

神
道
政
治
連
盟
会
長
名
・
本
部
長
宛 

▼
神
道
政
治
連
盟
「
表
彰
に
関
す
る
内
規
」
の 

一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
去
る
一
月
二
十
日
開
催
の
役
員

会
で
の
議
決
を
経
て
、
神
道
政
治
連
盟
「
表
彰

に
関
す
る
内
規
」
が
変
更
と
な
り
、
即
日
施
行

と
な
り
ま
し
た
。 

 

此
度
の
内
規
の
改
正
は
、
昨
年
四
月
五
日
に

開
催
し
た
表
彰
審
査
会
に
お
い
て
、
本
連
盟
の

諸
施
策
推
進
に
尽
力
す
る
若
手
神
職
を
表
彰

対
象
と
す
る
新
た
な
制
度
構
築
の
検
討
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
へ
、
組
織
の

更
な
る
活
性
化
に
資
す
る
べ
く
内
規
を
変
更

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
別
紙
の
通
り
改
正
内
容
を

お
示
し
致
し
ま
す
の
で
、
御
承
知
置
き
願
ひ
ま

す
。 

 

尚
、
本
改
正
内
規
は
、
令
和
四
年
度
被
表
彰

者
の
内
申
よ
り
適
用
さ
れ
ま
す
こ
と
を
申
添

へ
ま
す
。 

以 

上 
 

※
別
紙 

省
略 
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令
和
五
年
二
月
九
日
付
研
祭
発
第
六
号 

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
学
芸
奨
励
金
（
令
和
五
年
度
）
公
募
の
件 

 

標
記
の
件
、
学
芸
奨
励
金
は
、
斯
道
の
振
興

に
貢
献
す
る
文
化
活
動
・
研
究
活
動
に
対
し
て

そ
の
実
績
を
顕
彰
し
、
か
つ
奨
励
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
昭
和
二
十
四
年
に
制
度
化
さ
れ
ま
し

た
。
諸
般
に
わ
た
る
研
究
や
調
査
活
動
の
振
興

は
、
教
学
興
隆
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
支
援
を
行
ふ
こ
と
は
本
庁
の
務
め
と
す

る
と
こ
ろ
で
す
。
平
成
二
十
一
年
度
に
は
、
本

制
度
が
、
そ
の
振
興
策
の
一
助
と
な
る
や
う
、

「
学
芸
奨
励
金
支
給
規
程
」
第
一
条
を
変
更
し
、

こ
れ
か
ら
神
社
神
道
の
興
隆
に
寄
与
し
得
る

と
認
め
ら
れ
る
、
新
た
な
研
究
や
調
査
活
動
に

対
し
て
も
支
給
出
来
る
や
う
に
致
し
ま
し
た
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
貴
管
内
に
お
い
て
、
こ
の

学
芸
奨
励
金
を
希
望
す
る
者
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
別
紙
「
学
芸
奨
励
金
支
給
規
程
」
「
学
芸

奨
励
金
募
集
要
項
」
に
基
づ
き
、
御
申
請
下
さ

い
ま
す
や
う
通
知
申
し
上
げ
ま
す
。 

以 

上 
 

募
集
要
項 

抄 

一
、
対
象 

 
 

 

⑴
神
社
神
道
に
関
す
る
学
術
、
芸
能
等 

の
研
究
、
調
査
及
び
そ
の
他
事
業
で
、 

斯
道
の
振
興
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
顕 

著
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。 

 
 

 

⑵
神
社
神
道
に
関
す
る
研
究
、
調
査
及 

び
そ
の
他
事
業
で
、
斯
道
の
振
興
に
寄 

与
し
得
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。 

一
、
募
集 

 
 

 

奨
励
金
を
希
望
す
る
団
体
ま
た
は
個 

人
は
、
神
社
庁
を
経
由
し
て
本
庁
統
理 

に
申
請
す
る
。 

一
、
募
集
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
四
月
一
日
～
六
月
三
十
日 

一
、
支
給
額 

 
 

 

団
体
：
三
十
万
円
以
内 

 
 

 

個
人
：
十
万
円
以
内 

一
、
支
給
日 

 
 

 

令
和
五
年
八
月
（
予
定
） 

 

※
詳
細
は
神
社
庁
ま
で
お
尋
ね
下
さ
い
。 

 
◇
◆
◇
教
化
委
員
た
よ
り
◇
◆
◇ 

佐
嘉
神
社
権
禰
宜 

溝
上 

忠
秀 

 

  

平
素
よ
り
当
会
の
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
私
の
所
属
し
て
い
る
第
一
部
会
の
研

修
で
は
、
以
前
よ
り
皆
様
か
ら
頂
い
て
い
る
ア

ン
ケ
ー
ト
を
元
に
、
有
意
義
な
研
修
会
を
開
催

す
べ
く
日
々
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
研
修

内
容
、
日
程
、
講
師
の
選
定
等
、
議
論
を
重
ね

る
段
階
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
皆
様
方
に
ご
納

得
い
た
だ
け
る
研
修
会
を
開
催
致
し
ま
す
の

で
、
そ
の
折
に
は
是
非
と
も
お
時
間
を
作
っ
て

い
た
だ
き
、
ご
参
加
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存

じ
ま
す
。 

 

ま
た
、
先
日
よ
り
各
支
部
へ
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
、
神
社
史
編
纂
に
お
け
る
神
社
明
細
書

や
、
神
社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
に
必
要
な
神

社
社
殿
の
写
真
の
取
り
纏
め
を
取
り
急
ぎ
行

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
佐
賀
県
の
神
社
界
発
展

の
為
、
引
き
続
き
ご
協
力
の
程
、
宜
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

 

◇
◆
◇
研
修
修
了
報
告
◇
◆
◇ 

唐
津
神
社
禰
宜 

戸
川 

健
士 

 

  

去
る
令
和
五
年
二
月
十
四
日
、
東
京
参
議
院

議
員
会
館
に
於
い
て
「
第
二
十
一
回
神
道
政
治

連
盟
時
局
対
策
連
絡
会
議
」
が
開
催
さ
れ
全
国

よ
り
青
年
隊
長
や
幹
部
な
ど
六
十
九
名
が
参

加
し
ま
し
た
。 

開
講
式
で
は
ま
ず
国
旗
儀
礼
・
国
歌
斉
唱
の

後
、
宣
言
綱
領
を
唱
和
し
、
打
田
文
博
神
政
連

会
長
が
挨
拶
、
来
賓
の
山
谷
え
り
子
参
議
院
議

員
に
続
き
城
内
実
衆
議
院
議
員
が
挨
拶
さ
れ

ま
し
た
。 

今
回
の
会
議
は
「
我
が
国
の
安
全
保
障
を
考

え
る
」
と
主
題
を
掲
げ
、
第
一
講
で
は
防
衛
省

顧
問
で
内
閣
官
房
参
与
の
島
田
和
久
氏
、
第
二

講
で
は
同
志
社
大
学
教
授
の
兼
原
信
克
氏
に
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講
義
を
賜
り
ま
し
た
。 

両
講
師
と
も
一
貫
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
の

は
「
抑
止
力
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。

近
年
、
隣
国
で
あ
る
中
国
、
ロ
シ
ア
、
北
朝
鮮

は
軍
事
力
を
益
々
強
大
化
さ
せ
、
そ
の
脅
威
は

予
断
を
許
さ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
事
は

ご
承
知
の
通
り
で
す
。
「
自
分
の
国
は
自
分
で

守
る
」
と
い
う
命
題
が
今
現
実
の
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

講
義
の
中
で
、
我
が
国
の
安
全
保
障
の
目
標

達
成
の
為
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
第

一
に
防
衛
力
の
強
化
、
第
二
に
日
米
同
盟
の
抑

止
力
と
対
処
力
の
強
化
、
第
三
に
同
志
国
と
の

連
携
強
化
を
上
げ
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
統
合
す

る
こ
と
で
国
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
こ
と

が
政
府
の
責
務
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

他
国
に
攻
撃
を
さ
せ
な
い
、
ま
た
で
き
な
い
と

思
わ
せ
る
防
衛
力
を
強
化
し
て
い
く
事
が
急

務
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
は
決
し
て
対
岸
の
火
事
で
は
な
く
、
日
本

は
そ
の
ロ
シ
ア
と
の
北
方
領
土
主
権
問
題
を

抱
え
る
ほ
か
、
新
型
核
ミ
サ
イ
ル
開
発
を
進
め

る
北
朝
鮮
に
よ
る
連
続
す
る
ミ
サ
イ
ル
発
射

問
題
、
ま
た
尖
閣
諸
島
略
取
を
目
論
む
中
国
に

よ
る
領
海
、
領
空
侵
犯
問
題
、
さ
ら
に
は
台
湾

統
一
実
現
に
向
け
中
国
が
武
力
行
使
を
実
行

す
れ
ば
我
が
国
の
与
那
国
島
、
石
垣
島
な
ど
先

島
諸
島
一
帯
が
戦
域
と
な
る
こ
と
が
危
惧
さ

れ
る
と
い
う
問
題
も
抱
え
て
い
ま
す
。
講
義
の

中
で
島
田
氏
は
中
国
人
民
解
放
軍
が
百
周
年

を
迎
え
る
二
〇
二
七
年
ま
で
に
中
国
は
何
ら

か
の
動
き
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し

て
い
る
と
語
り
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
他
国
の
侵
攻
を
抑

止
す
る
鍵
と
な
る
反
撃
能
力
（
敵
基
地
攻
撃
能

力
）
を
強
化
し
て
お
り
、
国
産
の
「
一
二
式
地

対
艦
誘
導
弾
」
の
長
射
程
化
に
取
り
組
ん
で
い

る
も
の
の
、
実
用
化
は
二
〇
二
六
年
度
の
見
通

し
と
な
っ
て
い
ま
す
。
開
発
の
進
行
次
第
で
は

さ
ら
に
配
備
が
遅
れ
る
為
、
政
府
は
来
年
度
に

米
国
よ
り
巡
航
ミ
サ
イ
ル
「
ト
マ
ホ
ー
ク
」
約

五
〇
〇
発
を
一
括
購
入
す
る
こ
と
を
決
め
ま

し
た
。
今
後
五
年
間
で
必
要
と
な
る
防
衛
費
は

四
十
三
兆
円
程
度
と
試
算
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

に
は
日
本
経
済
の
安
定
的
成
長
も
重
要
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
人
的
防
衛
力
強
化
の
問
題
で
は
自
衛

隊
の
な
り
手
不
足
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
間

違
い
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
定
員
割
れ
と
言
わ

れ
る
要
因
は
法
定
定
員
に
必
要
な
人
件
費
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
国
防

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
災
害
大
国
の
日
本
に
と

っ
て
自
衛
隊
は
大
き
な
支
え
と
な
っ
て
お
り
、

国
は
一
元
的
に
人
員
を
維
持
し
全
国
展
開
出

来
る
体
制
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
語
ら
れ
ま
し
た
。 

こ
う
い
っ
た
防
衛
力
強
化
目
標
達
成
の
為

に
は
憲
法
改
正
を
含
め
た
関
連
法
の
整
備
は

不
可
欠
で
あ
り
、
国
防
と
憲
法
の
在
り
方
は
国

会
だ
け
で
な
く
国
民
ひ
と
り
一
人
が
向
き
合

う
べ
き
課
題
で
あ
り
ま
す
。
我
々
神
職
も
今
危

機
と
も
い
う
べ
き
安
全
保
障
問
題
を
共
有
し
、

引
き
続
き
憲
法
改
正
に
向
け
た
実
践
活
動
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。 

 

ま
た
閉
講
式
で
は
有
村
治
子
参
議
院
議
員

も
登
壇
さ
れ
、
力
を
入
れ
て
こ
ら
れ
た
領
土
問

題
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
離

島
（
有
人
島
以
外
・
外
周
百
メ
ー
ト
ル
以
上
）

の
数
が
統
計
と
実
体
が
間
違
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
有
村
氏
が
指
摘
を
さ
れ
た
こ
と

か
ら
政
府
が
数
え
直
し
た
と
こ
ろ
、
今
ま
で
統

計
の
あ
る
六
八
五
二
か
ら
一
、
四
一
二
五
に
倍

増
す
る
見
通
し
と
の
報
告
で
あ
り
ま
し
た
。
今

回
は
領
土
の
面
積
に
は
影
響
な
い
と
の
事
で

し
た
が
、
領
海
や
排
他
的
経
済
水
域
を
基
礎
づ

け
る
国
境
離
島
の
管
理
保
全
は
群
島
国
家
日

本
に
と
っ
て
安
全
保
障
上
大
変
重
要
で
あ
り
、

今
後
更
な
る
調
査
を
進
め
て
頂
き
た
い
所
で

す
。 

 
 

（
神
政
連
佐
賀
県
本
部
幹
事
長
） 

 

◇
◆
◇
神
青
会
た
よ
り
◇
◆
◇ 

 

去
る
二
月
二
十
四
日
午
後
四
時
よ
り
神
社

庁
二
階
会
議
室
に
お
い
て
、
役
員
改
選
に
か

か
る
佐
賀
県
神
道
青
年
会
臨
時
総
会
が
役
員
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お
よ
び
会
員
十
九
名
出
席
の
下
、
ま
た
来
賓

と
し
て
德
久
俊
彦
神
社
庁
長
様
に
お
越
し
戴

き
開
催
さ
れ
た
。 

 

会
議
は
次
第
に
則
り
執
り
進
め
ら
れ
、
開

会
の
辞
を
田
中
寛
美
副
会
長
が
述
べ
、
神
宮

並
び
に
皇
居
遥
拝
、
国
歌
「
君
が
代
」
斉

唱
、
敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和
、
と
進
み
、
古

川
勝
茂
会
長
が
挨
拶
、
来
賓
紹
介
の
後
、
德

久
庁
長
さ
ま
よ
り
御
挨
拶
戴
き
、
議
事
へ
と

入
っ
た
。
①
議
長
と
し
て
前
中
俊
二
会
員
が

事
務
局
よ
り
指
名
さ
れ
登
壇
、
②
出
席
・
委

任
状
を
含
め
定
数
の
確
認
に
よ
り
会
議
が
成

立
す
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
た
。
③
議
事
録
作

成
人
及
び
署
名
人
が
指
名
さ
れ
た
後
、
④
と

し
て
次
期
会
長
選
出
の
件
を
上
程
、
古
川
会

長
よ
り
こ
れ
ま
で
の
話
し
合
い
の
経
過
の
報

告
が
あ
っ
た
後
、
川
浪
雅
英
会
員
が
次
期
会

長
に
推
薦
さ
れ
た
。
議
長
が
議
場
に
異
議
の

有
無
を
諮
っ
た

後
、
異
議
な
き
に

よ
り
承
認
さ
れ
、

次
期
会
長
に
は
川

浪
雅
英
会
員
が
選

出
さ
れ
た
。
川
浪

会
員
よ
り
抱
負
を

含
め
た
挨
拶
が
述

べ
ら
れ
、
議
題
を

終
え
た
。
⑤
そ
の

他
を
議
場
に
諮
っ
た
後
、
議
長
降
壇
。
議
事

を
終
え
た
。 

 

䅏
田
匡
祐
会
員
先
導
に
よ
る
聖
寿
万
歳
の

後
、
武
雄
栄
門
副
会
長
が
閉
会
の
辞
を
述

べ
、
全
て
の
次
第
を
終
え
た
。 

  

事
務
報
告  

【
任 

免
】 

■
日
枝
神
社
宮
司 

野
﨑 

洸
史 

兼
ね
て
佐
賀
県
神
社
庁
参
事
に
任
ず
る 

令
和
五
年
三
月
一
日 

 

【
研
修
修
了
報
告
】 

■
第
二
十
一
回
神
道
政
治
連
盟
時
局
対
策
連 

絡
会
議 

一
、
期 

日 

令
和
五
年
二
月
十
四
日
（
火
） 

一
、
場 

所 

参
議
院
議
員
会
館 

一
、
修
了
者 

唐
津
神
社
禰
宜 

戸
川 

健
士 

 

■
全
国
教
育
関
係
神
職
協
議
会 

第
一
一
回
九
州
地
区
研
修
会 

一
、
期 

日 

令
和
五
年
二
月
二
十
五
日 

～
二
十
六
日 

一
、
会
場 

東
洋
館 

一
、
修
了
者 

中
山
神
社
宮
司 

安
部 
眞
彦 

春
日
神
社
権
禰
宜 

宮
本 
公
二 

富
松
神
社
宮
司 

久
田
松
和
則 

温
泉
熊
野
神
社
宮
司 

下
岸 

良
助 

八
幡
神
社
宮
司 

永
井 

正
文 

熊
野
神
社
宮
司 

五
條 

元
滋 

吉
田
大
神
宮
宮
司 

石
川 

照
朗 

篠
山
神
社
宮
司 

山
田 

茂
人 

調
殿
神
社
宮
司 

法
元 

紘
一 

倉
岡
神
社
宮
司 

仁
鎌 

勝
朗 

髙
屋
神
社
禰
宜 

川
越 

 

篤 

佐
俣
阿
蘇
神
社
宮
司 

船
原 

千
廣 

熊
本
県
神
社
庁
参
事 

谷
川
林
之
助 

熊
本
県
神
社
庁
録
事 

菊
池 

明
美 

八
坂
神
社
宮
司 

山
口 

良
弥 

熊
野
神
社
宮
司 

石
橋 

明
彦 

熊
野
神
社
禰
宜 

石
橋 

雅
彦 

若
宮
神
社
宮
司 

山
邊 

和
之 

若
宮
神
社
禰
宜 

山
邊 

生
尚 

佐
賀
県
神
社
庁
録
事 

名
和 

長
高 

計
二
十
名 

一
、
参
加
者 

日
枝
神
社
禰
宜 

日
吉 

照
彦 

 

【
御
垣
内
特
別
参
拝
許
可
願
申
請
】 

■
松
岡
神
社
宮
司 

有
森 

龍
弘 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
三
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
五
年
二
月
二
十
三
日 

・
員 

数 

代
表 

釘
尾 

大  

他
八
名 
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寄

贈

書

籍

等

目

録

及

び

御

芳

名 

自 

令
和
五
年 

二
月 

 

一
日 

至 
 

 
 

 
 

 

仝
二
十
八
日 

・
か
ひ
が
ね 

第
二
〇
〇
号 

山
梨
県
神
社
庁 

様 

・
社
報
あ
つ
た 
第
二
七
七
号 熱

田
神
宮 

様 

・
高
知
県
神
社
庁 

第
八
五
八
号 

高
知
県
神
社
庁 

様 

・
庁
報
や
ま
ぐ
ち 

第
一
四
九
号 

山
口
県
神
社
庁 

様 

・
神
青
協
通
信 

第
一
四
六
号 

神
道
青
年
全
国
協
議
会 
様 

・
社 

第
一
五
五
号 

・
清
政 

第
七
三
号 

京
都
府
神
社
庁 

様 

・
す
い
と
く 

第
八
二
三
号 

竹
駒
神
社 

様 

・
鹿
児
島
県
神
社
庁
報 

第
七
七
号 

鹿
児
島
県
神
社
庁 

様 

・
埼
玉
県
神
社
庁
報 

№
二
四
三 

埼
玉
県
神
社
庁 

様 

・
瑞
垣 

第
二
五
四
号 

神
宮
司
庁 

様 

・
伊
勢
神
宮
未
刊
行
資
料
集
（
文
献
篇
） 

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー 

神
道
研
究
所 

様 

・
肥
前
の
鳥
居 

 
―

肥
前
鳥
居
等
の
発
生
と
展
開 

久
村
貞
男 

様 

・
み
づ
が
き 

第
二
二
五
号 宮

城
県
神
社
庁 

様 

・
北
海
道
神
社
庁
報 

第
一
二
七
六
号 

・
教
化
ニ
ュ
ー
ス 

第
一
五
八
号 

北
海
道
神
社
庁 

様 

・
徳
島
県
神
社
庁
報 

第
一
七
三
号 

徳
島
県
神
社
庁 

様 

・
す
い
と
く 

第
八
二
四
号 

竹
駒
神
社 

様 

・
大
三
島
宮 

第
二
〇
八
号 

大
山
祇
神
社 

様 

 

～
書
籍
紹
介
～ 

 

國
學
院
大
學
文
学
部
史
学
科
を
卒
業
の
後
、

佐
世
保
市
に
奉
職
さ
れ
長
く
文
化
財
の
調
査
等

に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
、
佐
世
保
市
在
住
の
久

村
貞
男
氏
に
お
か
れ
て
は
、
こ
の
度
、「
肥
前

の
鳥
居―

肥
前
鳥
居
等
の
発
生
と
展
開
」
と
称

し
て
そ
の
成
果
を
纏
め
ら
れ
、
今
回
神
社
庁
へ

御
寄
贈
戴
き
、
ま
た
御
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
関
係
各
位
に
ご
紹
介
致
し
ま
す
。 

※
宮
司
様
に
チ
ラ
シ
を
同
封
い
た
し
ま
す
。 

  
 

 

一
、
期 

日 

四
月
二
十
七
日 

（
木
・
仏
滅
） 

 
 

 

一
、
会 

場 

鹿
島
市
生
涯
学
習 

セ
ン
タ
ー 

「
エ
イ
ブ
ル
」 

 
 

 

一
、
主 

催 

佐
賀
県
神
社
総
代
会 

 
 

 

一
、
定 

員 

約
三
〇
〇
名 

（
会
場
ホ
ー
ル
の
都
合
上
） 

 
 

 

一
、
正
式
参
拝
（
※
役
員
の
み
） 

 
 

 
 

 
 

午
前
九
時
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

於 

祐
徳
稲
荷
神
社 

 
 

 

一
、
受 

付 

午
前
十
時 

 
 

 

一
、
日 

程 

 
 

 
 

 
 

午
前
十
時
半…

開
会 

 
 

 
 

 
 

 

○
式
典
及
び
定
例
表
彰
式 

 
 

 
 

 
 

午
前
十
一
時
二
十
分 

 
 

 
 

 
 

 

○
講
演 

※
講
師
は
選
定
中
。 

 
 

 
 

 
 

午
後
零
時
五
十
分…

閉
会 

 
 

 
 

 
 

午
後
一
時…

解
散 

 
 

 

※
解
散
後
は
昼
食
弁
当
を
配
布
。 

 
 

 

※
追
っ
て
案
内
を
致
し
ま
す
。 

 
 

 

※
支
部
幹
事
様
に
は
参
加
者
取
纏
め 

を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

第６２回佐賀県神社関係者大会開催要項 


